
スポーツクライミング競技審判員規程細則 

 

第１条 スポーツクライミング競技審判員規程（以下「規程」という。）第５条による審

判員の認定に関する研修項目は，次による。 

(1) 国際競技会規則  

(2) 実技研修 

(3) その他クライミング競技の審判に必要な事項 

 

第２条 規程第４条及び第５条による義務研修会の費用は，参加者負担としその費用はそ

の都度定める。 

 

第３条 規程第５条第 1項に基づきＣ級審判員に認定された者は，指示された期日までに

登録料１，０００円を納付する。 

 

第４条 更新を希望する審判員は，指示された期日までに指示された方法で登録更新料（Ａ

級：３，０００円，Ｂ級：２，０００円，Ｃ級：１，０００円）を納付する。なお，

年度途中に昇級した場合には差額を支払うものとする。 

 

第５条 この内規の改廃は，常務理事会で行う。 

 

付 則 

１ 平成１９年５月２０日 山岳競技審判員規程に関する内規（昭和５１年５月２３

日制定）の全部を改め，この細則を制定する。 

２ 平成２０年４月 １日 から施行する。 

３ 平成２３年５月 ６日 一部改定 

４ 平成２５年５月１１日 一部改定 

５ 平成３０年２月２２日 一部改定 

６ 平成３０年８月３０日 一部改定 

 


